
規程第３０号 イメージキャラクター使用取扱規程 

一般社団法人兵庫県社会福祉士会 

イメージキャラクター使用取扱規程 
 

規程第 30 号 

2024 年 5 月 12 日制定 

(目的) 

第 1条 この規程は，一般社団法人兵庫県社会福祉士会 (以下「本会」という。)の象徴とな

るイメージキャラクターを定めることにより，主として本会の広報における適切かつ広範

な使用を推進するために，その使用及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。 

(使用上の配慮) 

第 2条 イメージキャラクターを使用する場合は，本会の尊厳と品位を損なわないよう配慮

しなければならない。 

(形状等) 

第 3条 本会のイメージキャラクターは，次の各号のとおりとする。 

(1) 基本原型は，別図のとおりとする。 

(2) 色彩は，基本原型の色又は類似の色とする。 

(3) 名称は，「兵之助くん」とする。 

(4) 原則として，物品には『兵庫県社会福祉士会イメージキャラクター「兵之助くん」』の

表記を付するものとする。 

2 基本原型を改変又は加工して使用する場合は，事前に会長の許可を得るものとする。 

(使用者の資格) 

第 4条 イメージキャラクターを使用することができる者は，次に掲げる者とする。 

(1) 本会 

(2) 本会会員 

(3) 会長が適当と認めて，イメージキャラクターの使用を許可した者 

(4) その他本会がイメージキャラクターの使用を認めた団体等 

(使用の範囲) 

第 5条 イメージキャラクターを使用できる範囲は，原則として次の各号に掲げるものとす

る。 

(1) 賞品及び記念品の類 

(2) 広報誌，パンフレット等の印刷物その他これらに準ずるもの 

(3) 文具の類 

(4) 会員が使用する名刺の類 

(5) 広報誌、機関誌、ホームページ等の広報媒体 

(6) 行事の配布物，装飾物等 

(7) 研修およびイベント等の表示板，案内板等 
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(8) その他会長がイメージキャラクターを使用することが適当と認めたもの 

(使用の申請) 

第 6条 第 3条から前条までの規定によりイメージキャラクターを使用する者のうち，次の

各号の一に該当する場合には，所定の申請書を会長に提出し，許可を得るものとする。 

(1) 第 3条第 2項に該当する場合 

(2) 前条各号に掲げるもの以外にイメージキャラクターを使用する場合 

(3) イメージキャラクターを使用した物品を商品として販売する場合 

2 第 4条第 1号及び第 2号に掲げる以外の者がイメージキャラクターを使用しようとする場

合は，所定の申請書を会長に提出し，許可を得なければならない。 

(使用の許可) 

第 7条 会長は，前条によりイメージキャラクターの使用を許可する場合は，所定の許可書

により許可するものとする。 

2 前項により使用を許可する期間は，原則として 1年間を上限とする。 

(使用契約) 

第 8条 前条第 1項の規定により許可した場合，それが営利を目的とするイメージキャラク

ターの使用に該当する場合は，使用を許可された者とイメージキャラクターの使用に関す

る契約(以下「使用契約」という。)を締結するものとする。 

(使用料) 

第 9条 前条の規定により使用契約を締結した者は，使用契約で定める使用料を納付しなけ

ればならない。 

(使用の不許可) 

第 10条 会長は，次の各号の一に該当すると認めたときは，イメージキャラクターの使用を

許可しないものとする。 

(1) 本会の名誉が傷つけられる恐れがあるとき 

(2) 第 2条に規定する使用上の配慮に違反する恐れがあるとき 

(3) その他イメージキャラクターの使用目的及び使用方法等が適当でないと認めるとき 

(使用の許可の取消し又は停止) 

第 11条 会長は，次の各号の一に該当すると認めたときは，イメージキャラクターの使用許

可を取消し又は使用を停止させることができる。 

(1) 本会の名誉が傷つけられ，又は傷つけられる恐れがあるとき 

(2) 第 2条に規定する使用上の配慮に違反したとき 

(3) 使用許可の内容と異なるとき 

(4) 特定の政治，宗教又は思想等の活動に使用するとき 

(5) 公序良俗に反し，又はその恐れがあるとき 

(6) その他イメージキャラクターの使用目的及び使用方法等が適当でないと認めたとき 

(第三者使用の禁止) 
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第 12条 イメージキャラクターを使用する者は，本会の同意なしに第三者に使用させてはな

らない。 

(事務) 

第 13条 イメージキャラクターの使用に関する事務は，事務局において処理する。 

(雑則) 

第 14条 この規程に定めるもののほか，イメージキャラクターに関し必要な事項は，会長が

別に定める。 

附 則 

この規程は，2024年 6月 8日から施行する。 
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別図(基本原型) 

         

  １.顔       ２.笑顔     ３.イイね（文字あり） ４.イイね(文字なし) 

       

         

５.おつかれさま(文字あり) ６.おつかれさま(文字なし)  7.はてな   8.びっくり 

 

            

9.正面立ち   10.片手あげ  11.おじぎ 12.了解(文字あり) 13.了解(文字なし)   

 

       

14.おやすみ    15.看板持ち(矢印)   16.看板持ち(矢印なし) 
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様式第 1 号 

イメージキャラクター使用承認申請書 

 

年 月 日 

兵庫県社会福祉士会 会長 殿 

 

住所（所在地）  

〒 

 

氏名（名称及び代表者名） 

 

 

下記のとおり、キャラクターを使用したいので申請します。 

 

記 

使用対象物件 

（使用するデザインの番号） 

 

使用目的及び使用方法  

使用期間 

（最長 1 年間とする） 

 

使用数量  

連絡先 

（担当者、電話番号等） 

 

【添付書類】 

 ①申請者の概要 ②企画書（レイアウト、原稿等） ③その他参考になるもの 

 

※商品に使用する場合のみ、下表に記入してください。 

項  目 内  容 

商品名  

材料・種類・サイズ  

販売価格（税込価格）  

販売数量  

販売地域及び箇所  
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様式第２号 

イメージキャラクター使用承認通知書 

年 月 日 

殿 

兵庫県社会福祉士会 会長 

 

年  月  日付けで申請のあったデザインの使用（変更）については，下記の条件を

付して承認します。 

 

記 

 

１ デザインの使用に関しては，「イメージキャラクター使用取扱規程」及び「イメージキャ

ラクター使用承認（変更）申請書」の内容を遵守すること。 

 

２ 承認番号を明示すること。 

 承認番号：承認第 号 

 

３ 使用期間 

 年 月 日 ～  年 月 日 


